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府職労公式LINEアカウント
お友達追加してね
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66.8% 63.4% ①そもそも相対評価を十分に説明すること

　自体が困難
②自分（評価者）自身が伝達を受けた相対評価
　に納得していなかった
③被評価者が評価結果に納得していなかった
④開示面談の時間が短く、説明を尽くせな
　かった
⑤その他
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今
月
よ
り
消

費
税
率
が
10
％

と
な
っ
た
。
消

費
税
導
入
は
１

９
８
９
年
４
月

か
ら
で
、
当
時

は
３
％
。
消
費

税
導
入
後
し
ば
ら
く
缶
ジ
ュ

ー
ス
１
０
０
円
だ
っ
た
が
、

そ
の
後
原
材
料
費
の
高
騰
な

ど
を
理
由
に
１
１
０
円
と
な

り
、
ワ
ン
コ
イ
ン
で
買
え
ず

「
め
ん
ど
く
さ
」「
便
乗
値

上
げ
や
！
」
と
思
っ
た
の
を

思
い
出
し
た
▼
そ
の
後
97
年

に
５
％
、
２
０
１
４
年
に
８

％
に
引
上
げ
ら
れ
た
。
31
年

間
で
消
費
税
収
は
３
９
７
兆

円
、
大
企
業
の
法
人
３
税
の

税
収
は
２
９
８
兆
円
減
、
ま

た
ほ
ぼ
同
時
期
に
所
得
税
・

住
民
税
の
税
収
は
２
７
５
兆

円
減
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
意

味
す
る
も
の
は
、
国
民
か
ら

吸
い
上
げ
た
消
費
税
が
大
企

業
の
法
人
３
税
減
税
に
充
て

ら
れ
、
吸
い
上
げ
ら
れ
た

分
、
今
の
消
費
不
況
を
引
き

起
こ
し
、
所
得
税
・
住
民
税

の
税
収
減
と
な
っ
た
も
の
と

考
え
る
▼
政
府
は
今
回
の
２

％
増
税
で
得
ら
れ
る
増
収
を

５
・
７
兆
円
と
見
込
ん
で
い

る
。
そ
こ
か
ら
軽
減
税
率
に

よ
る
減
収
、
ポ
イ
ン
ト
還
元

な
ど
の
景
気
対
策
、
医
療
機

関
へ
の
診
療
報
酬
の
補
填
な

ど
を
差
し
引
い
て
、
残
る
増

収
分
は
、
昨
年
12
月
に
政
府

が
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
提

出
し
た
試
算
デ
ー
タ
で
、
政

府
の
手
元
に
残
る
の
は
１
・

９
兆
円
と
か
▼
み
な
さ
ん

「
ポ
イ
ン
ト
還
元
人
参
」
ぶ

ら
下
げ
ら
れ
て
、
増
税
を
忘

れ
て
る
の
で
は
？ 

（
ｈ
）

　まず労働組
合への加入から　

業
務
量
の
多
さ
と
評
価
制
度
が

執
務
意
欲
低
下
の
原
因

　

絶
対
評
価
「
Ｃ
」「
Ｄ
」
の

職
員
は
全
員
を
第
五
区
分
と
い

う
ル
ー
ル
が
設
定
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
絶
対
評
価
「
Ｃ
」「
Ｄ
」

の
職
員
が
１
・
５
％
し
か
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
対
評

価
で
は
５
％
が
第
五
区
分
、
10

　

10
月
３
日
、
府
当
局
は
「
平
成
30
年
度
実
施
の
相
対
評
価
に
よ
る
人
事
評
価
制
度
の
検
証
に
つ

い
て
」
を
公
表
し
ま
し
た
。

　

前
年
度
ま
で
の
検
証
と
同
じ
く
、
相
対
評
価
が「
意
欲
の
向
上
」に
つ
な
が
ら
な
い
ば
か
り
か
、

職
員
の
や
る
気
を
著
し
く
低
下
さ
せ
、
制
度
の
あ
り
方
自
体
に
根
本
原
因
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
賃
金
リ
ン
ク
（
昇
給
や
勤
勉
手
当
へ
反
映
）
さ

せ
る
こ
と
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
相
対
評
価
を
い
っ
た
ん
中
止
し
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

絶
対
評
価
が「
Ｂ
」で
も
約
２
割
が

下
位
評
価
に
落
と
さ
れ
る

中
止
し
な
い
限
り
不
満
は
解
消
さ
れ
な
い

「
そ
も
そ
も
説
明
で
き
な
い
」の
が
相
対
評
価
制
度

％
が
第
四
区
分
と
分
布
割
合
が

決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
絶
対
評
価
「
Ｂ
」
の
職
員

の
う
ち
１
１
０
７
人
（
18
・
６

％
）
も
の
職
員
が
下
位
の
区
分

に
落
と
さ
れ
て
い
ま
す
【
表

①
】。

　

職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
は
７
月
９

日
～
30
日
に
実
施
さ
れ
、
約
89

％
（
７
０
７
３
人
）
が
回
答
し

ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の

状
況
・
分
析
で
は
、
相
対
評
価

に
つ
い
て
「
納
得
で
き
な
か
っ

た
」
は
昨
年
に
引
き
続
き
約
24

％
と
な
り
、
絶
対
評
価
結
果
に

「
納
得
で
き
な
か
っ
た
」
割
合

（
約
14
％
）
を
大
き
く
上
回
っ

果
に
つ
い
て
は
約
86
％
の
評
価

者
が
「
十
分
な
説
明
を
行
う
こ

て
い
ま
す
。

　

納
得
で
き
な
か
っ
た
理
由
は

「
説
明
が
不
十
分
」
が
約
20

％
、「
相
対
評
価
の
単
位
に
不

満
」
が
約
18
％
と
高
く
、
次
い

で
「
二
次
評
価
へ
の
不
満
」
が

�

（
２
面
に
つ
づ
く
）

グラフ②　相対評価結果の納得感について

　納得できなかった理由
　（ H30・R１アンケートの比較）

　納得感（ H30・R１アンケートの比較）

グラフ③　開示面談の状況について
　　　　　説明が不十分であった理由

表①　平成30年度人事評価結果【絶対（二次）評価結果と相対評価結果の相関】
第一区分 第二区分 第三区分 第四区分 第五区分 総計 割合

S 13 13 0.2%
A 466 1,409 427  2,302 27.3%
B 275 4,576 844 263 5,958 70.7%
C 81 81 1.0%
D 77 77 0.9%

総人数 479 1,684 5,003 844 421 8,431 100.0%
割合 5.7% 20.0% 59.3% 10.0% 5.0% 100.0%

相対絶対

と
が
で
き
た
」
と
回
答
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
対
評

価
結
果
で
は
約
55
％
の
評
価
者

が
「
十
分
な
説
明
が
で
き
な
か

っ
た
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て

は
、
約
63
％
が
「
そ
も
そ
も
相

対
評
価
を
十
分
に
説
明
す
る
こ

と
自
体
が
困
難
」
と
回
答
し
て

お
り
、
相
対
評
価
結
果
に
つ
い

カンパは府職労役員に手渡していただくか、口座振り込みでお願いします。
振込先：りそな銀行大手支店　普通0006688　大阪府関係職員労働組合

みなさんから寄せられたカンパは自治労連を通じて被災自治体へ
届けるとともに、救援ボランティア派遣等に活用します。

この間の豪雨災害、台風被害による被災者救援カンパ

約
17
％
、「
分
布
割
合
に
不

満
」
が
約
15
％
と
続
い
て
い
ま

す
【
グ
ラ
フ
②
】。

　

こ
れ
ら
の
不
満
の
原
因
は
、

い
ず
れ
も
相
対
評
価
制
度
の
根

本
的
な
仕
組
み
に
関
す
る
も
の

ば
か
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
解

消
に
は
、
制
度
そ
の
も
の
を
見

直
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。　

みなさんのカンパを
よろしくお願い
します！

相対評価制度は

て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま

す
【
グ
ラ
フ
③
】。

　

評
価
結
果
の
開
示
に
あ
た
っ

て
の
説
明
で
は
、
絶
対
評
価
結

中止しかない！！
いつまで
続けんの！？もう

ええやろ！！


